
 

千葉市告示第４８３号 

 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１４条第１

項の規定により指定医療機関として次のとおり指定したので、同法第２４条の規定に

より告示します。 

 

令和５年６月９日 

 

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

【病院・診療所】 

名称 所在地 指定期間 

ちからいしこどもクリニック 千葉市稲毛区作草部町５９２－２ ２

階 

令和５年５月１日から 

令和１１年４月３０日まで 

にじいろメンタルクリニック 千葉市中央区本千葉町１５－１ ３階 令和５年６月１日から 

令和１１年５月３１日まで 

 

【薬局】 

名称 所在地 指定期間 

サンテ薬局 生実町店 千葉市中央区生実町１７８９－３ 令和５年６月１日から 

令和１１年５月３１日まで 

トキ薬局 千葉市緑区誉田町３－７２－９ 令和５年６月１日から 

令和１１年５月３１日まで 

 

【訪問看護事業者等】 

名称 所在地 指定期間 

夢のまち訪問看護リハビリス

テーション稲毛 

千葉市稲毛区小仲台７－９－５ ＡＫ

ビル２０３号室 

令和５年４月１日から 

令和１１年３月３１日まで 

千葉診訪問看護ステーション 千葉市中央区院内１－８－１４ ３

Ｆ 

令和５年５月１日から 

令和１１年４月３０日まで 

訪問看護ステーションことり 千葉市花見川区幕張本郷２－３－２ 

ニューエイト本郷第２ １０５号室 

令和５年５月１日から 

令和１１年４月３０日まで 

レジリエ訪問看護ステーショ

ン 

千葉市若葉区桜木北３－１６－１０ 

ベルハイム１階 

令和５年５月１日から 

令和１１年４月３０日まで 

 


